
 

●注意点① ご加入前からの病気を原因とする入院・手術などが加入後 1年以内に発生し、これにより医療保障の保険金請求をされた 

        場合、保険金がお支払いされないことがあります。 

 

●注意点② （三大疾病一時金特約について）ご加入前にがんの罹患歴のある方が、三大疾病一時金特約加入前に罹患されていたがん 

        が再発または転移した場合は保障されません。 


